
 

   スポーツ部スポーツ政策課 

 

高城運動公園外３施設指定管理者候補者選定の概要 

 

 高城運動公園外３施設指定管理者については、次のとおり候補となる団体を公募に

より選定しました。 

 なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、令和７年１２月議会で可決され

た場合には、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営に当たることとなります。 

 

１．指定管理者候補者の概要 

 （１）団体の名称 

ＮＰＯ法人都城ぼんちスポーツクラブ 

 （２）代表者名 

 理事長 星原 透 

 （３）所在地 

都城市高城町穂満坊２４９２番地  

 （４）設立年月日 

平成１９年２月２８日 

 （５）従業員数 

    ２６名 

 （６）業務内容 

・各種スポーツ教室、スポーツサークルに関する事業 

    ・各種スポーツ大会、スポーツイベントに関する事業 

    ・各種スポーツ研修会、講習会の開催事業 

    ・スポーツ指導者の育成、派遣事業 

    ・スポーツ及び健康増進活動の企画、運営受託事業 

    ・主にスポーツに関する情報収集及び提供 

    ・公共スポーツ施設の管理委託業務 

    ・学術、文化、芸術の振興を図るための事業 

    ・その他、法人の目的達成のために必要な事業 

 

２．指定期間 

  令和８年４月１日 ～ 令和１１年３月３１日（３年間） 

 

３．施設及び業務の概要 

 （１）施設概要 

施設名及び所在地 施設規模等 

都城市高城運動公園 体育館 ３，０４３㎡ 

（都城市高城町穂満坊２４９２

番地） 

 バレーボール３面 

バスケットボール２

面 

バドミントン８面 

 野球場 １２，０００㎡ 



 

 （２）業務概要 

①施設の運営に関すること 

②施設の維持管理に関すること 

③施設の安全管理に関すること 

④報告業務 

 

４．事業計画の概要 

  事業計画書概要版のとおり 

 

５．選定結果の概要 

 （１）公募の状況 

   ①申請団体数 

    １団体 

   ②指定管理者候補者選定までの経過 

    令和７年５月２８日         第１回選定委員会開催 

令和７年６月１０日～        募集及び申請書類受付（広報都城６ 

令和７年７月１８日        月号、市ホームページへの掲載） 

    令和７年９月２９日         第２回選定委員会開催、書類審査・ 

面接審査 

    令和７年１１月１３日        選定結果報告 

 

  両翼９２ｍ 

中堅１２０ｍ 

 多目的広場 ２５，０００㎡ 

  サッカー２面 

 サブグラウンド ８，４００㎡ 

 庭球場 ３，０５７㎡ 

  人工芝４面 

 弓道場 ３２３㎡ 

  ６人立ち 

 クラブハウス ２９８㎡ 

 屋内競技場 ４，８９７㎡ 

  フットサル２面 

都城市高城勤労青少年ホーム 

（都城市高城町桜木１９６２番

地） 

体育館 １，６３６㎡ 

講義室、談話室、和室、音楽室、調理室 

都城市石山体育センター 

（都城市高城町石山１１０９番

地３） 

体育館 ９００㎡ 

都城市高城農村環境改善センタ

ー 

（都城市高城町有水２９８６番

地１） 

体育館 １，８４０㎡ 

情報コーナー、研修室、和室、談話室、生

活改善室 



（２）都城市指定管理者候補者選定委員会委員構成 

     委員構成 人数 

有識者 

学識経験者      １人 

社会保険労務士      １人 

中小企業診断士      １人 

行政書士      １人 

施設利用者代表      １人 

市課長職      ２人 

 

 （３）選定理由 

    令和７年９月２９日に都城市指定管理者候補者選定委員会において、書類審

査・面接審査をもとに、選定基準に基づいて総合的に審査・選考（総合得点方

式）を行った結果、以下の理由でＮＰＯ法人都城ぼんちスポーツクラブが指定

管理者として適正であると判断しました。 

  

「選定基準１ 市民の平等な利用が確保されるか」 

・これまでの管理実績から管理運営方針について的確に理解されている。 

・平等利用の考えと、相談や苦情に対する適切かつ丁寧な対応について明示さ

れている。 

・利用者目線の具体的な対応と、人材育成による公共性と社会貢献性が評価で

きる。 

「選定基準２ 事業計画の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであるか」 

・アンケート等で把握した利用者の要望に基づく利用者利便性向上の提案がな

されている。 

・地域との連携交流の企画が提案されており、利用者増に繋がることが期待で

きる。 

・防災マニュアルを策定しており、緊急時の対応について明示されている。 

「選定基準３ 経済的な管理運営が図られ、経費配分が適正であるか」 

・人件費について実態に即した提案がなされている。 

「選定基準４ 事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を

有しているか」 

・十分な運営実績と経営改善への取り組みがあり、行政や各種団体との連絡調

整能力に期待できる。 

・有資格者を含む専門職員の配置が可能であり、また、有資格者計画は職員の

モチベーションアップも兼ねており、施設の効用及び市民サービスの向上が

期待できる。 

「選定基準５ 地域に貢献する取組が確保されているか」 

・本部が都城市内にあり、従業員のほとんどが都城市在住という地元密着型の

団体であり、積極的な地域雇用と具体的な地域貢献の提案がなされている。 

「選定基準６ その他、公の施設を管理させるに当たり必要な基準」 

・プロスポーツキャンプの地域経済や都城市の認知度への寄与等の意義につい

て理解されており、関係団体との連携構築から積極的な取組の提案がなされ

ている。 

 



 （４）選定委員会における主な意見 

  〈選定基準に関する事項〉 

   ・自主事業の会員増加や教室派遣事業により、突発的な支出が生じても指定管

理団体内で補填することを目指していた。 

  〈指定申請書記載事項について〉 

   ・利用者の増加について具体的な目標設定をすることで、職員のモチベーショ

ン向上も図ることができていた。 

   ・相談や苦情への対応について、具体的な事例を踏まえた説明があった。 

 

 （５）選定結果 

    別紙のとおり 



【別紙３－１】 

選定結果 

選定基準 配点 

採点結果 

審査項目 
一人当た

り配点 
審査内容 

ＮＰＯ法人

都城ぼんち

スポーツク

ラブ 

１．市民の平等な利用が確保

されること 
180 

89.0 管理運営方針等 20 

当該公の施設の管理方針の考え方 

当該公の施設の設置目的の考え方 

申請団体の経営モラル 

環境に配慮した取組 

44.0 平等利用 10 
平等利用を確保するための提案 

相談や苦情等への対応 

２．事業計画の内容が施設の

効用を最大限に発揮するも

のであること 

330 

87.8 利用の促進 21 

住民ニーズに基づく利用者増についての提案 

利用者増のための広報・ＰＲ対策についての提案 

関係団体や地域住民との連携、交流についての提

案 

137.4 
サービス・利便

性の向上 
34 

利用者サービスの向上に関する提案 

施設の維持管理、安全管理の的確な実施 

施設の設備、機能等の有効活用 

適切な利用料金の提案（利用料金案） 

災害時や避難所開設の対応 

３．経済的な管理運営が図ら

れ、経費配分が適正であるこ

と 

108 67.4 経費配分 18 

具体的な管理業務の効率化についての提案 

適正な経費配分の考え方についての提案 

適切で持続可能な人件費計画 



【別紙３－１】 

４．事業計画に沿った管理を

安定的に行う物的能力及び

人的能力を有していること 

396 

74.0 物的能力 20 

申請団体の財務状況 

類似施設の運営実績 

収支計画の積算根拠の明確性、実現可能性 

収支計画と事業計画との整合性 

203.8 人的能力 46 

組織体制、勤務体制、責任体制 

利用団体の指導及び育成支援の提案 

拠点体育施設として関係団体等との連絡調整能

力 

施設管理専門員及び体育指導専門員の配置 

職員の指導育成、研修体制の提案 

個人情報保護、情報公開、労働法令等についての

認識 

まちづくりへの熱意、申請団体（新規）の将来性、

地域団体や地域住民等との融合性、高齢者・障が

い者雇用への配慮、利用状況の把握 

５．地域に貢献する取り組み

が確保されていること 
90 72.0 地域貢献 15 

都城市内に本店を有しているか 

地域雇用の考え方 

地域に貢献する取組の提案 

６．その他、公の施設を管理

させるに当たり必要な基準 
96 76.8 

公の施設を管理

するにあたり必

要な基準・アピ

ールしたいこと 

16 

施設活用による地域活性化の提案 

スポーツキャンプの重要性についての認識及び

独自性のある取組の提案 

合計 1200 852.2 
 

200 
 

〈参考〉：提案金額（単位：

千円） 
87,119千円（令和 8年度） 

  ※提案金額をそのまま指定管理料として決定するものではなく、予算査定等を経て市議会の議決により決定するものです。 


